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(担当)  
生活安全企画課 

被
害
に
遭
わ
な
い
た
め
の
キ
ー
ワ
ー
ド 

 
 

其
の
壱
「
電
話
に
出
な
い
対
策
（
留
守
番
設
定
）」 

一
、
自
宅
に
い
て
も
留
守
番
設
定 

二
、
相
手
の
声
を
確
か
め
て
電
話
に
出
る 

三
、
知
ら
な
い
人
か
ら
の
電
話
に
は
絶
対
に
出
な
い 

 

其
の
弐
「
電
話
に
出
た
場
合
」 

一
、
電
話
で
還
付
金
の
話
が
出
た
ら
、
詐
欺 

二
、
Ａ
Ｔ
Ｍ
で
還
付
金
は
戻
っ
て
こ
な
い 

三
、「
お
金
」「
通
帳
」「
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
」 

「
振
り
込
み
」
の
言
葉
が
出
た
ら
、
詐
欺 

県 民 の 皆 様 へ 

身近なところから｢防犯力強化｣を！ 

～みんなで、声掛けあって、被害防止～ 

「被害に遭わないためのキーワード」で 

「うそ電話詐欺」から身を守りましょう！ 

うそ電話詐欺の犯人は、高齢者宅の固定電話に電話をかけてきます。 

キーワードを守って、被害に遭わないようにしましょう。 


